
 

 
 

清和大学入学試験（一般選抜）問題 

注 意 事 項 

 

本問題は以下の教科・科目で構成されている。すべて解答すること。 

教 科 ・ 科 目 試 験 時 間 

 

「英語」 

「公民」 

「国語」 

「小論文」 

 

90分間 

 

１ 試験開始の指示があるまでは、問題冊子を開いてはいけない。 

２ 落丁、乱丁、印刷不鮮明等の箇所がある場合には、監督者に申し出ること。 

３ 開始後、直ちに問題冊子の受験番号欄に受験番号を、解答用紙２枚に受験番

号と氏名をそれぞれ記入すること。記入漏れの答案は無効となる。 

４ 解答用紙記入上の注意 

① 解答用紙は、指定された解答欄に記入し、その他の部分には何も記入しな

いこと。 

② 解答用紙への記入は黒鉛筆またはシャープ・ペンシルで行い、訂正する場

合は、プラスチック消しゴムで消すこと。 

③ 解答用紙は、汚したり、破ったりしないこと。 

５ 試験時間中の退室は認めない。 

６ 問題冊子、解答用紙は持ち帰ることができない。 

 

 

○H  

受  験  番  号 
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【英語】 
次の英語の文章を読んで以下の〔問１〕から〔問６〕に答えなさい。文章の左にある 

１～６は段落の番号を表している。なお、文末に《語句・人名説明》がある。 

 

１  ‘I despise what you say, but will defend to the death your right to say it.’ 

２  This declaration, attributed to Voltaire, encapsulates the idea at the core of this book: 

freedom of speech is worth defending vigorously even when you hate what is being spoken.  

Commitment to free speech involves protecting the speech that you don’t want to hear as 

well as the speech that you do.  This principle(ア) is at the heart of democracy, a basic human 

right, and its protection is a mark of a civilized and tolerant society. 

３  Article 19 of the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights (イ) and the 

First Amendment to the US Constitution both explicitly recognize the need to protect free 

expression. 

 

‘Congress shall make no law … abridging the freedom of speech, or of the press, or of the 

people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.’ 

(First Amendment to the US Constitution) 

 

‘Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom 

to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and 

ideas through any media and regardless of frontiers.’ 

(Article 19, Universal Declaration of Human Rights, UN 1948) 

 

４  In both cases this indicates the free speech principle’s fundamental importance, but it 

is also an acknowledgement of how fragile this freedom can be if it is not protected.  The 

presumed purpose of the First Amendment was to block central government from making 

incursions into this area.  It is a bulwark against using censorship as if it were a legitimate 

instrument to prevent criticism of government policy. (ウ)  The temptation to use law or force 

to gag opponents of one kind or another is difficult to resist.  Without freedom to criticize 

and challenge those acting on our behalf, democracies may degenerate into tyrannies.  But 

【  a  】and it is not just political speech that warrants protection. 

＜中略＞ 

５  Belief in the importance of free speech is not an inherited dogma of the Enlightenment, 

though some have argued that that is all it is.  Karl Marx thought that liberal rights tended 

to preserve the interests of an individualistic bourgeoisie rather than the permanent 

interests of humanity.  I disagree.(エ)  Declaring a right to extensive free speech is not 

shorthand for the protection of the speech of those in positions of power, whether economic 

or political. 
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６  Free speech is of particular value in a democratic society.  In a democracy voters have 

an interest in hearing and contesting a wide range of opinions and in having access to facts 

and interpretations, as well as contrasting views, even when they believe that the expressed 

views are politically, morally, or personally offensive.(オ)  These opinions may not always be 

communicated directly through newspapers and radio and television, but are often 

presented in novels, poems, films, cartoons, and lyrics.  They can also be expressed 

symbolically by acts such as burning a flag, or as many anti-Vietnam War protestors did, 

during a draft card.  Members of a democracy also have an interest in a wide range of 

citizens being active participants in political debate rather than passive recipients of policy 

delivered from above. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

出典： Nigel Warburton, FREE SPEECH―A Very Short Introduction―, Oxford University 

Press, 2009. （出題の都合上、原文から一部省略している。） 

 

 

《語句・人名説明》 

despise: 軽蔑する        to the death: 最後まで 

Voltaire: ヴォルテール（1694～1778、フランスの啓蒙思想家）  encapsulate: 要約する 

the First Amendment to the US Constitution: （アメリカ）合衆国憲法 修正第 1条 

abridge: 剥奪する        fragile: 壊れやすい（もろい） 

incursion: 侵害        bulwark: 防波堤        censorship: 検閲 

gag: （言論などを）封じる   the Enlightenment: 啓蒙運動 

Karl Marx: カール・マルクス（1818～1883、ドイツの経済学者・哲学者） 

bourgeoisie: ブルジョワジー（資本家階級） 

 

 

〔問１〕本文第２段落の下線部(ア)の内容として最も適切なものは何か。下記の選択肢①～④か  

ら選びなさい。 

  

① 言論の自由の保障が、文明的で寛容な社会を意味するという原則。 

② 言論の自由は、民主主義とは無関係であるという原則。 

③ 言論の自由は、自分の言動を保障してもらうことに重点があり、自分が聞きたくない

言動まで保障するものではないとする原則。 

④ 言論の自由は、自分の言動を保障してもらうことだけでなく、自分が聞きたくない言

動を保障することも含んでいるとする原則。  
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〔問２〕本文第３段落の下線部(イ)の和訳として最も適切なものはどれか。下記の選択肢①～④

から選びなさい。 

  

① 独立宣言 

② フランス人権宣言 

③ 世界人権宣言 

④ 国際人権規約 

 

〔問３〕本文第４段落の下線部(ウ)の文を和訳しなさい。  

 

 

〔問４〕本文第４段落の空欄 【 a 】に、次の単語を並べ替えて入れ、正しい英文を完成させ

なさい。 

［ that ／ not ／ freedom ／ is ／ governments ／ it ／ restrict ／ of ／ just ／ 

speech］ 

 

〔問５〕本文第５段落の下線部(エ)において、筆者が賛同しないと述べている考え方はどれか。

下記の選択肢①～④の中から最も適切なものを 1つ選びなさい。  

 

① 言論の自由を広い範囲で保障するということは、時の政治的・経済的権力の側の言論

を保障することの簡潔な言い回しではない。 

② 自由主義における権利は、人類の恒久的な利益を保障するというよりもむしろ、利己

主義的な資本家階級の利益を保障する傾向にあった。 

③ 言論の自由の重要性を信頼するということは、単に啓蒙運動の信条を受け継いだもの

というだけではない。 

④ 批判する自由が与えられないところでは、民主主義は独裁国家へと退化する。 

 

〔問６〕筆者は第６段落で「言論の自由は、民主主義社会において特に貴重な価値観である」

と述べ、その例の 1 つとして下線部(オ)を挙げている。下線部(オ)の内容を認めること

がなぜ民主主義に関係するのか、あなたの考えを日本語で８０字以内で述べなさい。 

 

[英語出題 以上] 
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【公民】 

次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 

2021年 10月に衆議院議員選挙が行われた。衆議院議員選挙は①小選挙区制と②比例代表制からな

り、このような選挙制度を「小選挙区比例代表（ Ａ ）制」と呼ぶ。衆議院の現在の定数は（ Ｂ ）

名となっており、③一票の格差の軽減などの理由から少しずつ見直しが進んでいる。衆議院議員選挙

に立候補できる被選挙権は（ Ｃ ）歳で変わっていないが、（ Ｄ ）年の参議院議員選挙より選挙

権年齢を18歳に引き下げ、若者の政治参加を促している。 

18歳という年齢は、④法改正により（ Ｅ ）年4月より成年年齢（成人年齢）と定められること

になった。これはこの法が国内で最初に定められた（ Ｆ ）時代に20歳と定められて以来の改正と

なる。一方で、従来 20 歳以上から可能となる事柄に関する諸法規の対応は分かれており、⑤法律上

18歳から許されるものもあれば、従来通り20歳まで許されないものもある。このように18歳で意思

決定や判断が求められるようになることから、主権者教育の重要性がさらに高まっている。 

 

 

問１ 空欄Ａに当てはまる語句として正しいものを、ア～エから１つ選び記号で答えなさい。 

ア：並立   イ：連立    ウ：両立   エ：擁立 

 

問２ 空欄Ｂに当てはまる語句として正しいものを、ア～エから１つ選び記号で答えなさい。 

   ア：245名   イ：248名   ウ：465名   エ：475名 

 

問３ 空欄Ｃに当てはまる語句として正しいものを、ア～エから１つ選び記号で答えなさい。 

ア：20歳   イ：25歳   ウ：30歳   エ：35歳 

 

問４ 空欄Ｄに当てはまる語句として正しいものを、ア～エから１つ選び記号で答えなさい。 

   ア：2006年  イ：2011年  ウ：2016年  エ：2021年 

 

問５ 空欄Ｅに当てはまる語句として正しいものを、ア～エから１つ選び記号で答えなさい。 

   ア：2021年  イ：2022年  ウ：2023年  エ：2024年 

 

問６ 空欄Ｆに当てはまる語句として正しいものを、ア～エから１つ選び記号で答えなさい。 

   ア：江戸   イ：明治    ウ：大正   エ：昭和 
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問７ 下線部①、参議院議員選挙では県をまたぐ選挙区が現在２つ設定されているが、それはどこか。

以下のア～クから２つ選び記号で答えなさい。【順不同】 

ア：青森県と秋田県 イ：秋田県と山形県 ウ：鳥取県と島根県 エ：島根県と山口県 

オ：高知県と徳島県 カ：徳島県と香川県 キ：大分県と宮崎県 ク：宮崎県と鹿児島県 

 

問８ 下線部②、比例代表制の決定方法である「ドント式」について、ある選挙区において以下の４

つの政党の名簿登載者８名（Ａ～Ｈ）から４名が当選するとする。以下のような得票数の場合

に当選となる４名をＡ～Ｈの記号で答えなさい。【順不同、完答】 

政党名 名簿の順位 得票数 

１位 ２位 

アルファ党 Ａ Ｂ １５,０００ 

ベータ党 Ｃ Ｄ １２,０００ 

ガンマ党 Ｅ Ｆ  ８,０００ 

デルタ党 Ｇ Ｈ  ５,０００ 

 

問９ 下線部③、一票の格差が大きいことは選挙の４つの原則のうち、特にどの原則に反することに

なるか。最も適当なものをア～エから１つ選び記号で答えなさい。 

   ア：普通選挙   イ：平等選挙   ウ：直接選挙   エ：秘密選挙 

 

問10 下線部④について以下の設問に答えなさい。 

［１］成年年齢を規定している法として正しいものを、ア～エから１つ選び記号で答えなさい。 

   ア：日本国憲法   イ：商法   ウ：刑法   エ：民法 

 

［２］法改正後の婚姻年齢として正しいものを、ア～エから１つ選び記号で答えなさい。 

ア：男子18歳以上、女子16歳以上    イ：男子・女子ともに18歳以上 

ウ：男子20歳以上、女子18歳以上    エ：男子・女子ともに20歳以上 

 

問 11 下線部⑤、法改正によって 18歳から法律上許されることになった事柄として正しいものを、

ア～エから１つ選び記号で答えなさい。 

ア：単独の契約   イ：飲酒   ウ：喫煙   エ：競馬・競輪などの公営ギャンブル 

 

[公民出題 以上] 



-vi- 

【
小
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文
】 
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問
一 
傍
線
部
（
ａ
）
～
（
ｅ
）
の
漢
字
の
読
み
を
書
き
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
（
１
）
～
（
５
）
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
た
と
き
最
も
適
切
な
も
の

を
そ
れ
ぞ
れ
選
択
肢
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

（
１
） 

ア 

生
前 

 

イ 

整
然 

 

ウ 

性
善 

 

エ 

凄
然 

（
２
） 

ア 

根
管 

 
イ 

根
幹 

 

ウ 

根
間 

 

エ 

根
冠 

（
３
） 

ア 

擬
制 

 

イ 
犠
牲 

 

ウ 

擬
勢 

 

エ 

偽
性 

（
４
） 

ア 

仮
定 

 

イ 

課
程 

 

ウ 

過
程 

 

エ 

下
底 

（
５
） 

ア 

機
構 

 

イ 

気
候 

 
ウ 

紀
行 

 

エ 

機
甲 

 

問
三 

波
線
部
「
魔
語
」
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
選
択
肢
ア
～
エ

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

大
き
な
力
を
も
っ
た
言
葉 

 
 
 
 

イ 

魅
力
的
な
言
葉 

 
 

ウ 

意
味
の
あ
る
言
葉 

 
 
 
 

エ 

邪
悪
な
言
葉 

 

問
四 

空
欄 

Ａ 

～ 

Ｄ 

に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
平
等
」・「
不
平
等
」
の
ど
ち
ら
か
が
あ

て
は
ま
る
。
こ
の
う
ち
「
不
平
等
」
が
あ
て
は
ま
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
Ａ
～
Ｄ
の

記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問
五 

本
文
の
内
容
と
一
致
し
な
い
も
の
を
選
択
肢
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ズ
ム
や
エ
ガ
リ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
そ
れ
ら
自
身
が
大
き
な
逆

説
を
は
ら
ん
で
お
り
、
平
等
主
義
が
徹
底
す
る
ほ
ど
に
不
平
等
感
を
強
め
る
こ
と

に
な
る
。 

 
 

イ 

「
少
衆
」
や
「
分
衆
」
は
大
衆
人
の
振
舞
を
よ
く
な
ぞ
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、

そ
れ
は
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
人
間
観
を
押
し
進
め
た
結
果
で
あ
る
。 

 
 

ウ 

平
等
主
義
は
、
秩
序
を
失
っ
て
放
埓
へ
と
流
れ
が
ち
な
も
の
で
、
か
え
っ
て
抑

圧
を
招
く
た
め
、
自
由
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。 

 
 

エ 

戦
後
日
本
に
お
い
て
は
民
主
主
義
も
平
等
主
義
も
機
能
し
て
い
た
が
、
や
が
て

高
度
大
衆
化
が
進
む
と
そ
れ
ら
は
力
を
失
い
、
不
平
等
感
が
強
ま
っ
た
。 

 

問
六 

筆
者
の
主
張
を
参
考
に
し
て
、「
自
由
」「
平
等
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
、

民
主
主
義
に
つ
い
て
の
あ
な
た
自
身
の
考
え
を
八
〇
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。 

 

[

国
語
出
題 

以
上] 
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な
方
法
は
「
結
果
の
平
等
」
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

日
本
型
の
文
化
に

あ
っ
て
、
真
に
自
由
主
義
的
な
態
度
は
な
か
な
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の

態
度
は
原
子
的
に
孤
立
す
る
こ
と
も
恐
れ
な
い
よ
う
な
構
え
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
は
ぐ

く
ま
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ズ
ム
あ
る
い
は
エ
ガ
リ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
大
き

な
逆
説
を
か
か
え
て
い
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
極
端
に
及
ぶ
傾
向
が
あ
る
。
つ
ま
り
、 

 

Ａ 

主
義
が
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
し

て
容
認
さ
れ
て
き
た
小
さ
な 

Ｂ 

ま
で
も
が
不
満
の
種
と
な
っ
て
不
平
等
感
が
強
ま

り
、
そ
れ
が
過
激
な 

Ｃ 

化
要
求
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し

た
要
求
を
つ
ら
ぬ
く
に
は
、 

人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て 

Ｄ 

で
あ
る
と
い
う
人

間
観
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。 

そ
れ
ゆ
え
、
大
衆
人
は
互
い
に
均
質
的
、
標
準
的
、
平
均
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
正
確

で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
事
実
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
均
質
で
あ
り
な
が
ら
、
互
い
の
あ
い
だ

の
微
小
な
差
異
に
つ
い
て
過
敏
で
あ
り
、
そ
の
差
異
を
解
消
す
る
よ
う
努
め
な
が
ら
、
な

お
も
残
る
差
異
に
つ
い
て
ま
す
ま
す
神
経
を 

(

ｄ)

尖
ら
せ
る 

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

い
わ
ゆ
る
差
異
化
現
象
を
う
み
だ
し
て
い
る
「
少
衆
」
と
か
「
分
衆
」
こ
そ
、
大
衆
人
の

振
舞
を
よ
く
な
ぞ
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

平
等
主
義
が 

(

３)

ギ
セ
イ 

に
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
由
で
あ
る
。
真
の
自
由
は
、

生
得
的
あ
る
い
は
環
境
的
な
不
平
等
う
ち
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
を
、
む
し
ろ
自
己
の
逃
れ

た
い
宿
命
と
し
て
引
き
受
け
て
、
そ
の
宿
命
の
う
ち
で
は
な
お
も
活
力
あ
る
生
を
組
み
立

て
よ
う
と
す
る
力
の
こ
と
で
あ
る
。 

自
由
は
秩
序
と
の
相
対
で
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
そ

の
秩
序
の
う
ち
に
は
様
々
の
不
平
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
秩
序
に
制
約
さ
れ
つ
つ
抗
争
す

る
と
い
う
二
面
的
な 

(

４)

カ
テ
イ 

こ
そ
が
自
由
の
本
質
で
あ
る
。 

大
衆
人
の
自
由
は
秩
序
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
放※

３

埒
へ
と
流
れ
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
、

ま
っ
た
く
の
放
縦
な
ど
想
像
す
る
こ
と
す
ら 

(

ｅ)

叶
わ
ぬ 

事
態
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
大
衆

人
の
自
由
は
抑
圧
を
ひ
そ
か
に
招
き
寄
せ
も
す
る
。
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ズ
ム
は
ま
さ
に
そ
う

し
た
抑
圧
の 

(

５)

キ
コ
ウ 

を
観
念
上
の
体
制
と
し
て
も
制
度
上
の
仕
組
み
と
し
て
も

種
々
つ
く
り
だ
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。 

（
西
部
邁
『
大
衆
の
病
理 

袋
小
路
に
た
ち
す
く
む
戦
後
日
本
』） 

《
語
句
説
明
》 

※
１ 

殷
賑 

さ
か
ん
で
あ
る
こ
と
。 

※
２ 

狭
隘 

せ
ま
い
こ
と
。 

※
３ 

放
埒 

勝
手
気
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
こ
と
。 

         



- i- 

【
国
語
】 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
以
下
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
※
印
の
付
い
た
語
句
に

は
、
文
末
に
《
語
句
説
明
》
が
あ
る
。 

 

民
主
主
義
と
い
う
言
葉
は
、
と
く
に
戦
後
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
魔
語
と
し
て
流
通
し

て
き
た
。 

高
度
大
衆
社
会
が
ビ
ジ
ネ
ス
文
明
の
姿
を
と
っ
て
殷※

１

賑
を
き
わ
め
る
に
つ
れ
、

民
主
主
義
は
理
想
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
現
実
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
結
果
、
民
主
主

義
の
魔
力
も
薄
ら
い
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ぶ
ん
だ
け
よ
り
効
果
的
に
機
能
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。 

政
治
制
度
の
次
元
で
み
る
と
、
民
主
主
義
の
内
容
は
非
制
限
選
挙
制
と
多
数
決
制
に
尽

き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
言
論
の
自
由
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
の
自

由
が
前
提
さ
れ
は
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
自
由
が
い
か
な
る
秩
序
に
服
す
べ
き
か

を
定
め
る
の
も
普
通
選
挙
お
よ
び
多
数
決
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
民
主
主
義
と

さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
い
え
ば
、
思
想
の
次
元
に
お
け
る
民
主
主
義
に
は
、
人
間
は
み
な

潜
在
的
能
力
に
お
い
て
平
等
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
能
力
は
本
来
的
に 

(

１)

セ
イ
ゼ
ン 

で
あ

る
と
す
る
人
間
観
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
民
主
主
義
の
中
心
に
は
平
等
主
義
が

あ
り
、
そ
の
平
等
主
義
に
接
近
す
る
た
め
の
手
続
き
が
普
通
選
挙
で
あ
り
多
数
決
で
あ
る

と
み
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

平
等
主
義
に
は
「
機
会
の
平
等
」 

(e
q

u
a

l o
p

p
o
rtu

n
ity

) 

に
か
ん
す
る
も
の
と
「
結

果
の
平
等
」 
(e

q
u

a
l re

su
lt) 

に
か
ん
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
後
者
の
「
結
果
の
平
等
」

は
、
し
ば
し
ば
悪
し
き
平
等
主
義
に
堕
ち
て
、
自
己
責
任
に
も
と
づ
く
自
由
選
択
の
姿
勢

を 
(

ａ)

阻
害 

す
る
。
前
者
の
「
機
会
の
平
等
」
は
自
由
選
択
と
両
立
す
る
と
み
な
さ
れ
て

い
る
が
、「
機
会
の
平
等
」
を
単
な
る
形
式
に
と
ど
め
ず
実
質
化
し
よ
う
と
す
る
と
、
選
択

能
力
を
平
等
に
す
る
た
め
に
あ
れ
こ
れ
の
手
当
て
が
必
要
に
な
り
、「
結
果
の
平
等
」
へ
と

近
づ
い
て
い
く
。
と
も
か
く
、
近
代
お
よ
び
現
代
に
お
け
る
平
等
主
義
は
明
ら
か
に
「
結

果
の
平
等
」
に
傾
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

「
結
果
の
平
等
」
を
め
ぐ
る
平
等
主
義
こ
そ
が
民
主
主
義
の 

(

２)

コ
ン
カ
ン 

で
あ
る
と

す
る
態
度
を
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ズ
ム(d

e
m

o
cra

tism
) 

と
よ
ぼ
う
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー 

(d
e
m

o
cra

cy
) 

と
い
う
言
葉
は
実
に
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
狭※

２

隘
な
平
等

主
義
に 

(

ｂ)

陥
っ
て 

い
る
現
状
を
的
確
に
表
わ
し
て
く
れ
な
い
。
民
主
主
義
が
ま
さ
に
一

個
の
「
主
義
」
と
な
っ
て
平
等
主
義
に
縮
退
し
て
い
く
様
子
を
示
す
に
は
、
デ
モ
ク
ラ
テ

ィ
ズ
ム
と
い
う
用
語
の
方
が
便
利
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
衆
人
の
追
求
す
る
民
主
主

義
は
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
平
等
主
義 

(e
g
a

lita
ria

n
ism

 

エ
ガ
リ

テ
リ
ア
ニ
ズ
ム) 

が
最
大
限
に
持
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

〈
中
略
〉 

日
本
的
な
文
化
型
の
ひ
と
つ
の
柱
で
あ
る
相
互
的
個
人
主
義
が
親
近
的
で
あ
る
こ
と

も
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ど
ん
な
集
団
で
あ
れ
、
集
団
内
部
の
人
間
の
相
互
関
係

を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
集
団
の
各
構
成
員
が
集
団
活
動
に
す
す
ん
で
参
加
で
き
る

よ
う
な
条
件
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
公
平
の
原
則
が
必
要
で
あ
る
。

公
平
が
た
だ
ち
に
平
等
と
同
じ
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
平
等
志
向
に
傾
く
こ
と

は
否
め
な
い
。 

 

と
く
に
公
平
さ
を
数
量
的
に
だ
け
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
も
っ
と
も 

(

ｃ)

簡
便


